
 

誓約書              一人親方労災加入組合 理事長 服部 健 殿 

誓約事項等 

1.当組合に加入できる資格及び労災保険法の保険給付の対象となる者は、建設業を営む従業員を常時雇用しない 
個人事業主・法人の役員とその家族従事者となります。 
2.労災保険料と年会費は、毎年 3 月の指定期限までに全額納入します。指定期限までに納入がない場合は自動退会 
とします。氏名・住所・電話番号等に変更を生じた時、従業員を常時雇用した時は速やかに当組合に連絡します。 
3.当組合の定款・規則及び労働安全衛生法を遵守し、業務災害の防止と安全に努めます。労災の保険給付を申請する 
場合は、労災事故発生状況報告書（当組合指定様式）を書面で虚偽なく事実を報告します。 
4.当組合に提出する一切の書類に事実と異なる記載をしたことが判明した場合、加入の目的が保険金を不正に受給する 
などの公序良俗に違反するものであると当組合が判断した場合は、契約解除します。 
 

反社会的勢力ではない表明･確約及び契約解除事項等 
 
1.私［当社（役員・株主及び経営に実質的に関与している者を含む）］は、現在又は将来にわたって次の各号の反社会的 
勢力のいずれにも該当しないことを表明確約します。当組合は、必要と認められる場合は、次の各号の反社会的勢力に 
関する事項について外部専門機関に照会することに承諾し、次の各号の反社会的勢力のいずれかに該当する者であること
が判明した場合には、無催告で契約を解除することができる。 
①暴力団 ②暴力団員 ③ 暴力団員でなくなってから 5 年を経過していない者 ④暴力団準構成員 
⑤暴力団関係企業 ⑥総会屋等 ⑦ 社会運動等標ぼうゴロ ⑧特殊知能暴力集団 ⑨その他前各号に準ずる者 
2.私［当社（役員・株主及び経営に実質的に関与している者を含む）］は、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力
と次の各号のいずれかに該当する関係がないことを表明確約します。当組合は、以下の各号のいずれかに該当する関係を
有することが判明した場合は、無催告で契約を解除することができる。 
① 反社会的勢力によって、その経営を支配される関係 ②反社会的勢力が、その経営に実質的に関与している関係 
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用している関係  
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係 
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係 
3.私［当社（役員・株主及び経営に実質的に関与している者を含む）］は 自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの
行為も行わないことを表明確約します。当組合は、以下の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、無催告で 
契約を解除することができる。 
①暴力的要求行為②法的な責任を超えた不当な要求行為③ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為  
④風説を流布し、偽計又は威力を用いて当組合の信用を毀損し又は当組合の業務を妨害する行為 
⑤その他前各号に準ずる行為 
4.私［当社（役員・株主及び経営に実質的に関与している者を含む）］は、これら各項のいずれかに反したと認められる 
ことが判明した場合及びこの表明確約が虚偽であることが判明した場合は、当組合から無催告で契約が解除されても一切
異議を申し立てず、また賠償及び補償を求めないことを表明確約します。 

 令和  年  月  日 
上記記載の全ての事項を承諾します。 

  
本人署名  

FAX 058-253-8305
(メール送付先) 55@be.to

　　以下3点を送付下さい。

24時間 365 日受付 申込書 誓約書 免許証等

 


